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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年4月15日(2010.4.15)

【公表番号】特表2008-522543(P2008-522543A)
【公表日】平成20年6月26日(2008.6.26)
【年通号数】公開・登録公報2008-025
【出願番号】特願2007-544308(P2007-544308)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  84/12     (2009.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月23日(2010.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークの第一の一つ以上の第一タイプの通信装置から、インフラストラクチャ型
通信を介して、前記ネットワークの第二タイプの通信装置によってクエリを受信するステ
ップと、
　前記第二タイプの通信装置によって、前記クエリのカテゴリに少なくとも一部基づき、
インフラストラクチャ型通信を介して第二の一つ以上の第一タイプの通信装置に、前記ク
エリを送信するステップと
　を具備し、
　前記クエリは、前記ネットワークの第三の一つ以上の第一タイプの通信装置に中継する
、前記第二の一つ以上の第一タイプの通信装置に送信されるとともに、
　前記第二および第三の一つ以上の第一タイプの通信装置は、通信装置と隣接することを
特徴とする方法。
【請求項２】
　受信するステップは、セルラーサービスを介して前記クエリを受信するステップを具備
することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第二タイプの通信装置によって、前記クエリのカテゴリに少なくとも一部基づき、
一つ以上の追加的な第二タイプの通信装置に前記クエリを送信するステップをさらに具備
することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、前記第二タイプの通信装置が、クエリのマッチング時間の統計的分析およ
びマッチの可能性に少なくとも一部基づき、複数の第一タイプの通信装置のうち一つ以上
のいずれに前記クエリを送信するかを決定するステップをさらに具備することを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記第二タイプの通信装置は、ベースステーション、または前記ネットワークのアクセ
スポイントであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　方法であって、
　ネットワークの第一タイプの通信装置によって、前記ネットワークの第一の一つ以上の
第二タイプの通信装置からインフラストラクチャ型通信を介して、クエリを受信するステ
ップを具備し、
　前記クエリは、前記クエリのカテゴリに少なくとも一部基づき、前記第一の一つ以上の
第二タイプの通信装置から前記第一タイプの通信装置に送信され、
　前記第一の一つ以上の第二タイプの通信装置は、第一の一つ以上の追加的な第一タイプ
の通信装置からインフラストラクチャ型通信を介して、前記第一クエリを受信するととも
に、
　前記方法は、
　前記第一タイプの通信装置から非インフラストラクチャ型通信を介して、前記第一タイ
プの通信装置と隣接する第二の一つ以上の追加的な第一タイプの通信装置に、前記クエリ
を中継するステップを具備することを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記クエリとマッチする別のクエリが前記第一タイプの通信装置において利用可能であ
るかどうかを、前記第一タイプの通信装置によって判定するステップをさらに具備するこ
とを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、前記第一タイプの通信装置においてマッチが判定された場合、前記第一タ
イプの通信装置が、一つ以上の通知メッセージを生成および送信するステップを具備する
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　送信するステップは、前記マッチングクエリが生じた前記第一の一つ以上の追加的な第
一タイプの通信装置に、複数の通知メッセージを送信するステップを具備することを特徴
とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　送信するステップは、スモールメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージまたはｅメー
ルで、前記通知メッセージを送信するステップを具備することを特徴とする請求項８に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記方法は、前記第一タイプの通信装置が、前記クエリを記録するステップをさらに
具備することを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、前記第一タイプの通信装置が、前記クエリの相対的な優先順位に少なくと
も一部基づいて、先に記録された一つ以上のクエリが、前記第一タイプの通信装置から削
除されるべきであるかどうかを判定するステップをさらに具備することを特徴とする請求
項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　中継するステップは、前記第一タイプの通信装置が、インフラストラクチャではなくピ
ア・ツー・ピア接続を利用して、前記クエリを中継するステップを具備することを特徴と
する請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　中継するステップは、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＷｉ－Ｆｉ接続を介して中継するステ
ップを具備することを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第一タイプの通信装置は、前記ネットワークの移動ステーションであることを特徴
とする請求項６に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記第一タイプの通信装置は、非インフラストラクチャ型通信を行うことができるとと
もに、インフラストラクチャ型通信を行うことができないことを特徴とする請求項６に記
載の方法。
【請求項１７】
　ネットワークの第一の一つ以上の第一タイプの通信装置からインフラストラクチャ型通
信を介してクエリを受信する手段と、
　前記クエリのカテゴリに少なくとも一部基づき、インフラストラクチャ型通信を介して
第二の一つ以上の第一タイプの通信装置に、前記クエリを送信する手段と
　を具備し、
　前記クエリは、前記ネットワークの第三の一つ以上の第一タイプの通信装置に中継する
、前記第二の一つ以上の第一タイプの通信装置に送信されるとともに、
　前記第二および第三の一つ以上の第一タイプの通信装置は、通信装置と隣接することを
特徴とする装置。
【請求項１８】
　前記受信する手段は、セルラーサービスを介して前記クエリを受信する手段を具備する
ことを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　有形のコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　前記記憶媒体は、
　第一命令を具備し、
　前記第一命令は、装置による前記第一命令の実行時に、前記装置が、ネットワークの第
一の一つ以上の第一タイプの通信装置からインフラストラクチャ型通信を介して、クエリ
を受信するようにさせ、
　前記記憶媒体は、
　第二命令を具備し、
　前記第二命令は、前記装置による前記第二命令の実行時に、前記装置が、前記クエリの
カテゴリに少なくとも一部基づき、インフラストラクチャ型通信を介して、第二の一つ以
上の第一タイプの通信装置に前記クエリを送信するようにさせ、
　前記クエリは、前記ネットワークの第三の一つ以上の第一タイプの通信装置に中継する
、前記第二の一つ以上の第一タイプの通信装置に送信され、
　前記第二および第三の一つ以上の第一タイプの通信装置は、通信装置と隣接するととも
に、
　前記装置は、前記ネットワークの第二タイプの通信装置であることを特徴とする記憶媒
体。
【請求項２０】
　第一タイプの通信装置であって、
　前記装置は、
　ネットワークの第一の一つ以上の第二タイプの通信装置からインフラストラクチャ型通
信を介して、クエリを受信する手段を具備し、
　前記クエリは、前記クエリのカテゴリに少なくとも一部基づき、前記第一の一つ以上の
第二タイプの通信装置から前記第一タイプの通信装置に送信され、
　前記第一の一つ以上の第二タイプの通信装置は、第一の一つ以上の追加的な第一タイプ
の通信装置からインフラストラクチャ型通信を介して、前記第一クエリを受信するととも
に、
　前記装置は、
　非インフラストラクチャ型通信を介して、前記第一タイプの通信装置と隣接する第二の
一つ以上の追加的な第一タイプの通信装置に前記クエリを中継する手段を具備することを
特徴とする方法。
【請求項２１】
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　前記クエリとマッチする別のクエリが、前記第一タイプの通信装置において利用可能で
あるかどうかを判定する手段をさらに具備することを特徴とする請求項２０に記載の装置
。
【請求項２２】
　有形のコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　前記記憶媒体は、
　第一命令を具備し、
　前記第一命令は、装置による前記第一命令の実行時に、前記装置が、ネットワークの第
一の一つ以上の第二タイプの通信装置からインフラストラクチャ型通信を介して、クエリ
を受信するようにさせ、
　前記クエリは、前記クエリのカテゴリに少なくとも一部基づき、前記第一の一つ以上の
第二タイプの通信装置から送信され、
　前記第一の一つ以上の第二タイプの通信装置は、第一の一つ以上の追加的な第一タイプ
の通信装置からインフラストラクチャ型通信を介して、前記第一クエリを受信し、
　前記記憶媒体は、
　第二命令を具備し、
　前記第二命令は、前記装置による前記第二命令の実行時に、前記装置が、非インフラス
トラクチャ型通信を介して、前記第一タイプの通信装置と隣接する第二の一つ以上の第一
タイプの通信装置に、前記クエリを中継するようにさせるとともに、
　前記装置は、前記ネットワークの第一タイプの通信装置であることを特徴とする記憶媒
体。
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